
海洋文化拠点施設基本計画の策定に関する意見応募用紙

清水港周辺において、駿河湾の特性や、清水港ならではの産学官の関係者のノウハウ・資源を活かし

た特色ある海洋文化拠点施設の整備実現を目指しています。 

国際海洋文化都市実現、賑わいづくり、周辺開発への波及の核となる海洋文化拠点施設は、平成 28年

度に策定された基本構想をもとに基本計画の検討を行っているところです。 

この度、海洋文化拠点施設基本計画（案）がまとまりましたので、市民の皆様からのご意見をぜひお

寄せください。 

【該当箇所に〇を付けてください。】 

（  ）施設の役割に関わること  （  ）施設のテーマに関わること  （  ）活動計画に関わること 

（  ）展示計画に関わること    （  ）施設計画に関わること      （  ）運営計画に関わること

（  ）その他 

【ご意見のタイトル（項目、訂正箇所等）】 ※案のどの部分に対するご意見かをお書きください。

【ご意見の内容】

※１ 複数のご意見がある場合は、１枚に１件ずつお書きください。

※２ いただいたご意見は、基本計画案策定の参考とさせていただきます。また、個人が特定できない
よう編集した上で、意見の要旨を市ホームページ等で公開させていただく場合がありますので、ご
了承ください。

※３ 上記「ご意見の内容」欄に「別紙とおり。」と記入していただき、別紙にてご提出いただくことも
可能です。

裏面があります。⇒



＊ 住 所 
（法人の場合は所在地）

＊ 氏 名 
（法人の場合は名称及び代表者名）

性 別 □ 男 性  □ 女 性

年 齢 □19歳以下 □20代 □30代  □40代  □50代  □60代  □70歳以上

職 業 □会社員 □公務員 □自営業 □専業主婦(夫) □学生 □ﾊﾟｰﾄ･ｱﾙﾊﾞｲﾄ □その他

※１ ＊印のある欄は必ずご記入ください。（意見の提出に際して、「静岡市市民参画の推進に関する条
例施行規則」第５条第４項において、個人の場合は住所及び氏名、法人その他の団体の場合は、名
称、所在地及び代表者の氏名を明らかにすることとされています。ご協力をお願いいたします。）

※２ 個人情報については、厳正に管理を行い、「静岡市市民参画の推進に関する条例（及び静岡市行政
手続条例）」に基づくパブリックコメントの目的以外では使用いたしません。

ご意見、ありがとうございました。 

下記あて先に、郵便かファクシミリにより送信、または直接持参してください。 

※平成 31年１月 22日必着 

≪送付（問い合わせ）先≫  

〒４２４－８７０１ 静岡市清水区旭町６番８号

 静岡市役所 清水庁舎５階 経済局 海洋文化都市推進本部 政策グループ

[電 話]０５４－３５４－２３４３（直通） [ファクシミリ]０５４－３５３－１０２２


